
                         

その災害は「公務(通勤)遂行中」の負傷か。

その災害に「公務(通勤)起因性」は認められるか。

※ 「職務(通勤)に内在する危険」が負傷の原因になっているか。

  アクシデントのない場合や本人の素因･既往症が原因の場合は、原則認められません。

請求年月日に記入はあるか。

記載された日付の順序はあっているか。

所属の電話番号の記入はあるか。

共済組合員証の記号番号の記入はあるか。（「記号」も必ず記入してください）

職名欄には具体的な職種を記載してあるか。（例：係⾧（土木）、主査（事務））

傷病名は、診断書に記載されている傷病名が正確に記入されているか。

傷病の部位及びその程度が両方とも記入されているか。（例：右肘骨折全治２ヶ月）

災害発生の状況は要点を整理した、わかりやすい内容で、受傷時の状況から医療機関の

受診までの経過が記入されているか。

所属部局⾧の証明欄に日付の記入があるか。

任命権者の意見欄に、日付・意見が記入されているか。

所属部局及び任命権者に請求書が到達した年月日を記入しているか。

時間外勤務命令書がない場合（教員・管理職等）は、「任命権者（所属⾧）意見書（支部

様式第３号）」に時間外勤務の証明を記載しているか。（事実証明書への記載でも可）

裏面の勤務開始時刻、終了時刻等が記入されているか。

通勤届（写）、通勤経路図が添付されているか。

経路図には「自宅」から「勤務場所」までの「通常の通勤経路」と「当日の通勤経路」、

経路上に「災害発生場所」が記入されているか。

通勤届と異なる経路での災害の場合は、認定請求の災害発生の状況欄に、異なる経路に

なった理由が記載されているか。（その理由は恣意的でないか。）

※ 災害発生の日付→診断書の日付→請求年月日→所属部局受理日→所属部局の⾧の証明年月日

 →任命権者受理日→任命権者の意見の年月日

通勤災害の場合

 認定請求書（様式第１号、様式第２号）

認定請求を作成する前に

疑義のある事案については、お問い合わせください。

公務(通勤)災害と認められるには「公務(通勤)遂行性」と「公務(通勤)起因性」が必要です。

認定請求書の作成前に、認定要件を満たしているかどうか、確認をお願いします。

また、提出前には記載もれがないか等を確認し、迅速かつ正確な認定にご協力ください。

なお、請求書の添付書類については、「添付書類一覧表」を御確認ください。

公務災害・通勤災害 認定請求 チェックシート

勤務時間中に起こった災害でも、

すべてが公務災害と認められるとは

限りません。
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支部様式の診断書となっているか。
（できるだけ支部様式の診断書に記載してもらうよう被災職員に様式をお渡しください）

原本が添付されているか。
（写しの場合、所属⾧が原本証明すること。なお、写しの場合は基金から診断書料は支払えません）

現認者がある場合は、現認書となっているか。

現認者・証明者の氏名、証明日の記載があるか。

（現認書の場合）災害を現認した時の現認者の状況（どこで何をしていたか）と現認した

内容がわかりやすく記載されているか。
（事実証明書の場合）証明者は所属⾧であり、誰からいつ、どのような内容の報告を受け

たか記載がされているか。

災害発生場所がはっきりわかるようになっているか

災害発生の場面、状況がわかるように図示されているか（再現写真でも可）

第三者加害報告書（支部様式第２２号）は添付されているか。

誓約書（支部様式第２３号）は添付されているか。

事実確認書（支部様式第２４号）は添付されているか。

傷害事件の場合、警察に届けているか。

第三者加害報告書に相手方の加入保険情報、本人の人身傷害保険情報が記載されているか。

交通事故証明書、事故発生状況報告書（支部様式第５号）、被災職員の任意保険証券の

写しは添付されているか。

交通事故証明書は「人身事故」となっているか。（証明書の右下隅の種別を確認してください）

事故発生状況報告書に道幅や停止線の有無等、詳細に記載されているか。

腰痛等関係調書（支部様式第６号）は添付されているか

腰部痛・頸部痛が発生した時の動作やその動作が生じることとなった原因等が詳細に記載

されているか。

患者及び被災職員の血液検査の結果が記載（又は添付）されているか 

ＨＩＶ等、感染リスクについて診断書に記載されているか。

治ゆ報告書（支部様式第19号）が添付されているか。
（認定請求時点で既に治ゆしている場合は、治ゆ報告書を添付してください。）

※ 請求書の添付書類については、「添付書類一覧表」を御確認ください。

 既に治ゆしている場合

 交通事故の場合

 腰部・頸部を負傷した場合

 針刺し等汚染血液による事故の場合

 診断書（支部様式第１号）

 現認書・事実証明書（支部様式第２号）

 現場見取図及び被災状況図（支部様式第４号）

 第三者加害事案（相手方がいる災害の場合）

 その他
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